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剣
区
と
口
大
間
見
区
に
ま
た
が
る

自
雲
山
の
参
道
を
上
り
詰
め
た
、
海

抜
約
二
六
〇
厨

の
平
地
に
、
土
地
の

住
民
が
観
音
堂
と
呼
ん
で
崇
め
て
い

る
小
堂
祠
が
あ
る
。
記
録
に
よ
る
と
、

弘
化
三
年

（
一
人
四
六
）
剣

。
人
間

見
の
懇
志
の
者
が
、
大
間
見
八
幡
宮

の
古
堂
を
貰
い
受
け
、　
一
帯
か
ら
発

見
さ
れ
た
小
型
四
体
の
観
音
像
を
祀

る
た
め
に
建
立
し
た
の
が
始
ま
り

で
、
現
在
の
堂
祠
は
平
成
四
年
四
月

に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
堂
祠
の
本
尊
は
、
像
高
三
〇

彙
ン
余
り
の
木
造
聖
観
音
立
像
で
、
金

箔
で
光
り
輝
い
て
い
る

（写
真
上
）
。

こ
の
像
は
最
初
か
ら
こ
こ
に
安
置

さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
明
治

三
二
年

（
一
人
九
〇
）
栗
巣
村
の
医

師
鷲
見
昌
林

（保
明
）
が
、
花
火
の

事
故
で
失

っ
た
幼

い
息
子
佐
仲
を
供

養
す
る
た
め
に
、
寄
進
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

寄
進
関
係
者
の
名
簿
が
残
さ
れ
て

い
る
が
（写
真
下
）
、
そ
れ
に
よ
る
と

）

寄
進
人
は
鷲
見
昌
林
父
子
。
世
話
方

に
は
大
間
見
村
の
四
人
と
剣
村
の
六

人

の
有
力
者
が
名
を
連
ね
て
い
る

が
、
筆
頭
に
は
服
部
勘
四
郎
と
あ
る
。

こ
の
人
は
八
幡
町
柳
町
の
現
在
の
善

光
寺
の
初
代
住
職
で
あ
る
。
仏
像
な

ど
に
も
か
か
わ
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
、

恐
ら
く
、
記
録
が
無
い
の
で
確
か
な

こ
と
は
不
詳
だ
が
、
鷲
見
昌
林
が
こ

の
方
の
世
話
で
、
こ
の
仏
像
を
入
手

さ
れ
、
両
村
の
有
力
者
と
相
談
２
つ

え
寄
進
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

今
日
、
観
音
講
の
代
表
を
さ
れ
て

い
る
加
藤
小
式
さ
ん
は
次
の
よ
う
に

話
し
て
お
ら
れ
る
。

境
内
に
聖
観
音
の
銅
像
を
寄
進
さ

れ
た
、
東
京
在
住
の
故
河
合
武

一
さ

ん
に
よ
る
と
、
こ
の
観
音
さ
ん
は
製

作
者
な
ど
は
不
明
だ
が
、
当
初
は
無

彩
色
で
、
木
目
が
見
え
、
古
色
を
帯

び
、
素
朴
だ
が
神
々
し
い
仏

像
だ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ

フ
一

。

誅

　

昭
和
の
何
時
か
、
関
係
者

れ
の
皆
さ
ん
が
相
談
し
て
、
現

師
にい菫一群略鰤缶岬い】

寄

お
姿
の
変
わ

っ
た
観
音
さ
ん

を
拝
観
し
て
、
武

一
さ
ん
は

嘆
息
さ
れ
た
そ
う
だ
。

四
月
下
旬
の
休
日
に
観
音
堂
祭
り

が
催
さ
れ
、
地
区
の
多
ぐ
の
住
民
が

こ
こ
に
集

い
、
法
要
を
勤
め
、
少
年

団
が
剣
道
大
会
を
奉
納
し
、
も
ち
投

げ
等
が
盛
大
に
行
わ
れ
る
。
ま
た
人

月
十
八
日
の
縁
日
に
は
、
本
尊
を
大

和
駅
近
辺
の
民
家
に
迎
え
て
、
地
域

の
人
た
ち
に
親
し
く
参
拝
し
て
も
ら

う
機
会
を
持

っ
て
い
る
。

そ
の
夜
は
、
以
前
は
観
音
様
踊
り

と
称
し
て
、
駅
前
に
幾
重
も
の
踊
り

の
輪
が
出
来
た
ほ
ど
賑
わ

っ
た
も
の

だ

っ
た
が
、
近
年
こ
の
踊
り
は
い
つ

の
間
に
か

「
駅
前
踊
り
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
変
装
踊
り
に
興
じ

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

最
後
に
墓
を
中
心
に
鷲
見
家
を
紹

介
し
た
い
と
思
う
。
当
主
は
鷲
見
登

志
雄
さ
ん
で
、
岐
阜
市
鍵
屋
中
町
に

住
ん
で
お
ら
れ
る
。

墓
標
は
、
も
と
栗
巣
蔵
内
洞

（く

ら
う
ち
ぼ
ら
）
の
入
り
回
の
、
蔵
内

屋
敷

（鷲
見
昌
林
が
住
ん
で
い
た
と

伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
）
と
呼
ば
れ
て

い
る
辺
り
に
あ

っ
た
が
、
現
在
は
応

徳
寺
境
内

の
墓
地
に
移
さ
れ
て
い

る
。
亀
の
背
に
乗

っ
た
近
在
で
は
見

ら
れ
な
い
珍
し
い
形
で
、
文
化
五
年

（
一
人
三
二
）
に
建
て
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。

白
雲
山
観
音
堂
の
本
尊
の
こ
と

会

長

佐

藤

光

七 鈴 五 獣 鏡

観音堂本尊
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正
面
に
は

「釈
　
一ホ
入
、
空
心
、

一
心
、
唯
心
、
宗
心
、
妙
信
、
妙
心
、

妙
悟
」
と
八
人
の
法
名
が
刻
ま
れ
て

い
る
。
ま
た
、
右
側
面
に
は

「往
昔

余
先
祖
鷲
見
小
八
郎
何
某
は
出
自
寒

水
邑
、
而
止
千
此
地
、
尚
雖
在
於
民

間
、
其
志
増
盛
、
其
子
子
下
賎
民
事

稼
稽
（か
し
ょ
く
）
、
後
零
落
離
地
禄
、

一
子
五
郎
尽
多
年
之
労
、
終
興
廃
継

絶
、
功
成
後
譲
　
継
子
、
従
其
已
来

子
孫
相
続
至
　
今
、
尚
住
此
地
臭
云

爾
干
時
文
政
壬
午
秋
鷲
見
昌
林
安
孝
建
」

「往
昔
余
が
先
祖
鷲
見
小
八
郎
何

某
は
寒
水
邑
よ
り
出
で
て
し
こ
う
し

て
此
の
地
に
止
ま
る
。
な
お
民
間
に

在
り
と
い
え
ど
も
、
其
の
志
益
々
盛

ん
な
り
。
其
の
子
賎
民
に
下
り
農
業

を
事
と
す
。
後
零
落
し
て
地
禄
を
離

る
。
一
子
五
郎
多
年
の
労
を
尽
く
し
、

終
に
廃
れ
た
る
を
興
し
、
絶
え
た
る

を
継
ぎ
、
功
成
り
て
後
継
子
に
譲

る
。
そ
れ
よ
り
以
来
子
孫
相
続
き
て

今
に
至
り
、
な
お
此
の
地
に
住
す
。

時
に
文
政
壬
午

（五
年
）
秋

鷲
見
昌
林
保
孝
建
つ

（昌
林
保
孝
は
昌
林
保
明
の
祖
父
）

出
発

秋
晴
れ

の

一
一
月

一
九

日
、
参
加
者
五
〇
名
の
会
員
を
乗
せ

た
バ
ス
は
東
海
北
陸
道
か
ら
名
神
高

速
に
入
り
、
名
古
屋
高
速
を
経
て
名

阪
道
か
ら
奈
良
に
入

っ
た
。
今
回
参

拝
す
る
の
は
大
安
寺
と
唐
招
提
寺
と

薬
師
寺
で
あ
る
。
大
安
寺
以
外
は
多

く
の
会
員
が
過
去
に

一
度
は
お
参
り

し
た
経
験
を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

そ
れ
な
り
の
知
識
は
蓄
え
て
い
る
だ

ろ
う
が
、
時
が
移
り
変
わ
り
、
自
分

を
取
り
巻
く
状
況
が
変
わ
る
と
、
ま

た
、
違

っ
た
面
か
ら
新
た
な
発
見
を

す
る
こ
と
が
あ
る
。
研
修
部
は
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
今
回
の
行
程
を
設

定
さ
れ
た
。
ま
さ
に
時
機
到
来
の
旅

で
あ

っ
た
と
思
う
。

私
は
高
校
の
教
員
時
代
、
物
見
遊

山
で
な
く
生
徒
が
五
か
ら
六
人
単

位
の
班
で
、
自
ら
計
画
し
、
神
社
仏

閣
を
研
修
す
る
研
修
旅
行
に
指
導

者
と
し
て
関
わ

っ
た
。
学
習
を
兼
ね

た
事
前
指
導
と
当
日
の
現
地
指
導

を
通
じ
て
、
生
徒
か
ら
多
く
の
も
の

を
学
ん
だ
。
生
徒
の
班
は
研
修
日
の

計
画
に
従

っ
て
行
動
す
る
た
め
、
私

た
ち
は
行
く
先

々
の
チ

ェ
ツ
ク
ポ

イ
ン
ト
で
待
ち
構
え
、
無
事
通
過
し

た
こ
と
を
確
認
す
る
の
で
あ

っ
た
。

四
〇
か
ら
五
〇
班
が
通
過
す
る

の
を
教
員
は

め
担
し
て
チ

エ
ッ
ク

す
る
の
に
忙
し
く
、
寺
に
い
て
寺
に

い
な
い
と
い
う
お
か
し
な
状
況
が
生

じ
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
寺
の
外

観
は
覚
え
て
い
る
が
、
内
部
の
造
り

や
仏
像
に
は
ほ
と
ん
ど
お
目
に
か
か

れ
な
か

っ
た
と
い
う
思
い
が
あ
る
。

大
安
寺

（俗
に
ガ
ン
封
じ
の
寺
）

普
通
あ
ま
り
聞
か
な
い
寺
院
で
あ

っ
た
が
、
土思
外
に
印
象
に
残

っ
た
。

大
安
寺
は
高
野
山
真
言
宗
の
別
格
本

山
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
が
建
て
た
精

舎

（寺
院
）
が
草
創
と
さ
れ
て
い
る
。

飛
鳥
の
藤
原
京
時
代
に
造
立
が
は

じ
ま
り
、
平
城
京
遷
都
に
伴
い
七

一

六
年
に
現
在
地
に
移
転
し
、
大
安
寺

と
な

っ
た
。
「
天
下
太
平
　
万
民
安

楽
」
の
意
味
で
名
付
け
ら
れ
た
。
か

つ
て
は
国
家
鎮
護
の
官
寺
と
し
て
、

東
大
寺
、
西
大
寺
と
並
び
、
大
伽
藍

を
有
し
て
い
た
。
西
の
薬
師
寺
に
対

峙
す
る
国
家
鎮
護

の
寺

で
あ

っ
た

が
、
鎌
倉
時
代
以
降
次
第
に
衰
退
し

た
。
案
内
の
僧
侶
は
過
去
の
壮
大
な

寺
院
の
光
景
を
誇
ら
し
げ
に
説
明
し

仄
ギ

難

墓碑銘

墓標の前面

秋
季
日
帰
り
研
修奈

良
山

の
旅

田

　

具

人
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て
く
れ
た
が
、
現
在
は
四
人
ほ
ど
の

僧
侶
で
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
と
い

つヽ
。大

安
寺
様
式
と
い
わ
れ
る
奈
良
時

代
の
木
造
十

一
面
観
音
像
を
は
じ
め

と
す
る
貴
重
な
木
造
物
が
安
置
さ
れ

て
い
た
。
本
尊
の
十

一
面
観
音
立
像

は
普
段
は
秘
仏
と
し
て
開
示
さ
れ
な

い
が
、
今
回
は
特
別
に
公
開
さ
れ
る

時
期
を
選
ん
だ
た
め
参
拝
す
る
こ
と

が
出
来
た
。
ガ
ン
封
じ
の
ご
本
尊
と

し
て
、
日
々
に
祈
願
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。

弘
法
大
師
は
七
九
五
年
東
大
寺
で

空
海
と
改
名
し
た
が
、
こ
の
こ
ろ
大

安
寺
に
住
み
込
み
修
行
し
て
い
た
。

俗
に
ガ
ン
封
じ
の
寺
と
し
て
名
高

く
、　
一
月
二
三
日
の

「
ガ
ン
封
じ
笹

酒
ま
つ
り
」
に
は
全
国
か
ら
、
大
勢

の
参
拝
客
が
訪
れ
る
。

静
か
な
田
園
風
景
の
な
か
に
ひ
っ

そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い
た
大
安
寺
。

ガ
ン
封
じ
の
お
寺
と
聞
い
た
瞬
間

か
ら
姿
勢
が
変
わ
る
の
を
覚
え
た
。

若

い
僧
侶
の
説
明
も
わ
か
り
や
す

く
、
聞
く
私
た
ち
に
す
が
す
が
し
さ

を
与
え
て
く
れ
た
。
、
竹
の
お
酌
が
た

く
さ
ん
あ
り
不
思
議
に
思

っ
た
が
、

疑
問
も
解
け
た
。
お
参
り
で
き
て
良

か
っ
た
。

）

唐
招
提
寺

（律
宗
総
本
山
）

天
平
三
年

（七
五
九
）
唐
の
高
僧

鑑
真
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
。
鑑
真
と

唐
招
提
寺
は
、
歴
史
小
説
で
名
高
い

井
上
　
靖

の

【天
平

の
甍

】
で
よ

り
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

私
も
何
回
と
な
く
訪
れ
て
い
る
が

今
回

【天
平
の
甍
】
を
再
読
し
た
。

若
い
頃
は
苦
も
な
く
読
め
た
文
庫
本

の
小
さ
な
文
字
が
読
み
づ
ら
か
っ
た

が
、内
容
は
驚
く
ほ
ど
理
解
で
き
た
。

遣
唐
使
の
こ
と
、
理担
唐
船
の
こ
と
、

唐
の
最
難
関
の
官
僚
を
選
ぶ
科
挙
の

試
験
に
合
格
し
、
玄
宗
皇
帝
に
仕
え

て
か
わ
い
が
ら
れ
、
社
甫
や
李
白
な

ど
と
親
交
し
た
阿
倍
仲
麻
呂
の
こ
と

な
ど
で
あ
る
。
阿
波
仲
麻
呂
は
皇
帝

に
懇
願
し
、
よ
う
や
く
日
本

へ
帰
る

こ
と
が
許
可
さ
れ
た
。
し
か
し
、
船

が
難
破
し
、
日
本
の
土
を
踏
む
こ
と

は
で
き
な
か

っ
た
が
、
望
郷
に
駆
ら

れ
て
読
ん
だ
歌
は
有
名
で
あ
る
。

『天
の
原
　
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日

な
る
　
一二
笠

の
山
に

い
で
し
月
か

も
』唐

招
提
寺
は
、　
〓

一年
間
、
六
度

に
も
お
よ
ぶ
多
難
な
渡
航
を
乗
り
越

え
た
盲
目
の
高
僧
鑑
真
に
よ
り
創
建

さ
れ
た
。
な
か
で
も
金
堂
は
、
天
平

の
金
堂
建
築
様
式
を
唯

一
今
に
伝
え

る
こ
と
で
知

ら
れ
る
。
残

念
な
が
ら
当

日
は
耐
震
修

理
の
た
め
の

平
成
の
大
修

理

中

で

あ

り
、
鑑
真
座

像
と
と
も
に

参
拝
す
る
こ

と
は
で
き
な

か
っ
た
。
唐

王
朝
の
国
禁

を
お
か
し
、

失
明
す
る
ほ
ど
の
辛
苦
を
乗
り
越
え

て
来
日
し
、
受
戒
の
制
度
を
伝
え
た

鑑
真
和
尚
は
律
宗
の
継
承
者
で
あ

り
、
四
万
人
以
上
の
人
々
に
授
戒
を

し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
律
宗
と
は

仏
教
徒
と
の
な
か
で
も
、
特
に
、
僧

尼
が
遵
守
す
べ
き
戒
律
を
伝
え
、
研

究
す
る
宗
派
で
あ
る
。
仏
教
で
は
新

た
に
僧
尼
と
な
る
者
は
、
戒
律
を
遵

守
す
る
こ
と
を
誓
う
必
要
が
あ
る
。

戒
律
の
う
ち
、
自
分
で
自
分
に
誓
う

も
の
を

「戒
」
と
い
い
、
僧
尼
の
間

で
誓
い
合
う
も
の
を

「律
」
と
い
う
。

こ
の

「律
」
を
誓
う
に
は
、　
一
〇
人

以
上
の
正
式
の
僧
尼
の
前
で
儀
式

（こ
れ
が
授
戒
で
あ
る
）
を
行
う
必

）

要
が
あ
る
。
日
本
で
は
仏
教
伝
来
以

来
、
長
ら
く
授
戒
の
重
要
性
が
認
識

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

奈
良
時
代
に
入
る
と
、
戒
律
の
重

要
性
が
認
識
さ
れ
始
め
、
授
戒
の
制

度
を
整
備
す
る
必
要
性
が
高
ま

っ
て

い
た
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
唐

へ

派
遣
さ
れ
た

日
本
の
僧
た
ち
が
、
戒

律
の
僧
と
し
て
高
名
だ

っ
た
鑑
真
の

も
と
を
訪
れ
、
懇
願
し
、
鑑
真
は
承

諾
し
た
の
で
あ

っ
た
。

奈
良
平
城
京
に
着

い
た
鑑
真
は
七

五
四
年
東
大
寺
大
仏
殿
に
戒
壇
を
築

き
、
上
皇
か
ら
僧
尼
ま
で
四
〇
〇
名

に
菩
薩
戒
を
授
け
た
。
こ
れ
が
日
本

の
登
壇
授
戒
の
最
初
で
あ

っ
た
。
七

五
八
年
、
天
皇
の
勅
に
よ
り
大
和
上

に
任
じ
ら
れ
、
政
治
に
と
ら
わ
れ
る

労
苦
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
に
戒
律

を
伝
え
る
配
慮
が
な
さ
れ
た
。

七
五
九
年
、
新
田
部
親
王
の
旧
邸

宅
跡
が
与
え
ら
れ
、
唐
招
提
寺
を
創

建
し
、
戒
壇
を
設
置
し
た
。
鑑
真
は

戒
律
の
他
、
彫
刻
や
薬
草
の
造
詣
も

深
く
、
こ
れ
ら
の
知
識
を
伝
え
、
貧

民
の
救
済
に
も
力
を
そ
そ
い
だ
。

七
六
三
年

（天
平
宝
宇
七
年
）
唐

招
提
寺
で
死
去

（入
寂
）
さ
れ
た
。

薬
師
寺

（法
相
宗
大
本
山
）

薬
師
寺
参
拝
は
す
で
に
年
度
初
め

に
計
画
し
て
い
た
が
、
大
和
町
観
光

協
会
主
催
の

「薬
師
寺
副
住
職
山
田

法
胤
師
講
演
会
」
を
文
化
財
保
護
協

会
が
後
援
し
た
の
を
縁
に
、
佐
藤
光

一
会
長
が
好
胤
師
に
直
々
に
説
明
を

お
願
い
さ
れ
た
。
師
は
当
日
ご
不
在

の
た
め
、
師
の
お
計
ら
い
で
、
同
寺

の
録
事

。
伽
藍
副
主
事
の
小
林
澤
應

師
の
ご
案
内
と
解
説
が
い
た
だ
け
た
。

バ
ス
が
到
着
す
る
と
澤
應
師
に
出

迎
え
ら
れ
た
。
計
画
で
は
拝
観
時
間

を

一
時
間
半
と
予
定
し
て
い
た
が
、

丁
寧
に
主
な
建
物
、
仏
像
等
を
拝
観

さ
せ
て
頂
い
た
の
で
、

つ
い
二
時
間

を
超
え
、
大
変
有
意
義
で
感
動
的
な

研
修
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

奈
良
の
大
き
な
寺
は
檀
家
も
墓
地

も
持
た
ず
、
最
初
か
ら
国
家
鎮
護
の

官
寺
と
い
う
性
格
が
強
い
。
薬
師
寺

も
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
寺
は
大
八
〇
年
に
天
武
天
皇

が
皇
后

（後
の
持
統
天
皇
）
の
病
気

-3-



平
癒
を
祈

願
し
て
造

営
が
始
め

ら
れ
た
。

寺
は
藤
原

京
に
造
ら

れ
た
が
、

平
安
京
遷

都
に
伴

っ

て
現
在
の

地
に
移
さ

れ
た
。
し

か
し
そ
の

後
、
幾
度

か
の
火
災
で
建
造
物
は
焼
失
し
、
創

建
当
時
の
姿
を
と
ど
め
る
の
は
東
塔

の
み
と
な

っ
た
。
昭
和
五

一
年
に
金

堂
が
、
昭
和
五
六
年
に
は
西
塔
が
再

建
さ
れ
、
四
五
三
年
ぶ
り
に
東
西
の

両
塔
が
新
旧
の
対
比
を
見
せ
な
が

ら
、
西
の
京
の
空
に
そ
び
え
る
こ
と

に
な

っ
た
。
高
速
道
の
西
名
阪
道
が

奈
良
に
入
る
と
東
西
の
塔
が
眺
望
さ

れ
る
。
奈
良
に
来
た
な
と
い
う
思
い

が
強
ま
る
瞬
間
で
も
あ
る
。

薬
師
寺
の
ご
本
尊
で
あ
る
薬
師
如

来
は
ま
た
の
名
を
医
王
如
来
と
も
い

い
、
医
薬
兼
備
の
仏
で
あ
る
。
応
病

与
薬
の
法
薬
で
苦
を
抜
き
楽
を
与
え

る
抜
苦
与
薬
の
仏
で
あ
る
。
金
堂
の

薬
師
如
来
像
の
両
脇
に
は
右
に
日
光

菩
薩
、
左
に
月
光
菩
薩
が
従
い
、
あ

わ
せ
て
薬
師
三
尊
と
呼
ば
れ
る
。
そ

の
威
風
堂
々
た
る
容
姿
に
目
が
触
れ

る
や
い
な
や
自
然
と
合
掌
し
た
く
な

フ０
。と

こ
ろ
で
、
金
堂
の
再
建
は
歴
代

の
薬
師
寺
住
職
に
と

っ
て
悲
願
中
の

悲
願
で
あ

っ
た
。
第

一
二
七
代
の
管

主

（住
職
）
で
法
相
宗
の
管
長
で
あ

っ
た
高
田
法
胤
師
は
金
堂
、
西
塔
な

ど
の
伽
藍
を
復
興
し
名
物
管
長
と
呼

ば
れ
た
。

師
は
副
住
職
に
就
任
す
る
と
、
修

学
旅
行
の
生
徒
達

へ
の
法
話
に
力
を

入
れ
た
。
法
話
を
聞
い
た
生
徒
は
五

〇
〇
万
人
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
。
師

は
修
学
旅
行
に
訪
れ
た
女
生
徒
と
交

）

際
を
続
け
、
一
九
五
四
年
に
結
婚
し
、

薬
師
寺
の
歴
史
で
は
じ
め
て
の
妻
帯

僧
に
な

っ
た
。

金
堂
の
再
建
だ
け
で
も
約

一
〇
億

円
が
必
要
だ

っ
た
。
薬
師
寺
に
は
檀

家
組
織
が
な
か

っ
た
た
め
、
全
国
の

篤
志
の
人
々
か
ら

一
人

一
、
○
○
○

円
の
写
経
納
経
の
供
養
料
を
集
め
る

勧
進
を
行

っ
た
。
一
人

一
、
○
○
○
円

で
は

一
〇
〇
万
人
の
写
経
が
必
要
で

あ

っ
た
が
、
当
初
は

一
年
に

一
万
巻

し
か
集
ま
ら
な
か

っ
た
。
師
は
全
国
、

八
〇
〇
以
上
の
市
町
村
で
八
、
○
○

○
回
に
お
よ
ぶ
講
演
会
を
行

い
、
著

作
も
好
評
で
、　
一
九
七
六
年
に
は
念

願
の

一
〇
〇
万
巻
が
達
成
さ
れ
、
金

堂
が
再
建
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
写
経

勧
進
は
進
み
、　
一
九
九
七
年
に
は
六

〇
〇
万
巻
に
の
ぼ

っ
た
。
現
在
で
も

写
経
は
自
宅
で
も
、
薬
師
寺
で
も
行

う
こ
と
が
出
来
る
。
般
若
心
経

一
巻

で
二
、
○
○
○
円
で
あ
る
。

今
回
の
参
拝
で
は
岐
阜
県
本
巣
郡

根
尾
村

（現
本
巣
市
）
生
ま
れ
の
副

住
職
山
田
法
胤
師
の
紹
介
が
あ

っ
た

こ
と
も
あ
り
、
懇
切
丁
寧
な
案
内
と

説
明
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
た
。

師
は
奈
良
喜
光
寺
の
住
職
で
も
あ

る
。
師
の
念
願
は
こ
の

寺

の
山
門
修
復

で
あ

る
。
そ
の
た
め
の
資
金

と
し
て
、
「
い
ろ
は
に
ほ

へ
と

・
。
」
の
書
写
を

勧
進
さ
れ
て
い
る
。
法

話
も
わ
か
り
や
す
く
、

著
作
も
多
く
、
次
期
薬

師
寺
住
職
と
し
て
の
期

待
が
大
き
い
。

録
事
の
小
林
澤
應
師

が
案
内
と
説
明
を
さ
れ

た
。
軽
妙
で
、
だ
じ
ゃ

れ
を
ふ
ん
だ
ん
に
ち
り

ば
め
た
説
明
は
つ
い
つ

い
時
間
を

忘
れ
た
は

ど
で
あ

っ
た
。
こ
の
広

大
な
寺
院
を
、弯
主
（住

職
）
を
は
じ
め
、
わ
ず
か

一
二
人
で

管
理
運
営
し
て
い
る
と
は
驚
き
で
も

あ

っ
た
。

ま
た
、
い
ま
で
も
ふ
っ
と
思
い
出

さ
れ
る
の
は
玄

実

三
蔵
院
伽
藍
の

平
山
郁
夫
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
絵
で

あ
る
。
日
本
画
壇
を
代
表
す
る
氏
と

薬
師
寺
の
関
わ
り
も
興
味
深
い
も
の

が
あ

っ
た
。



こ
こ
数
年
来

「郡
上
藩
宝
暦
騒
動

原
書
シ
リ
ー
ズ
」
の
作
成
に
取
り
組

ん
で
き
た
が
、
そ
の
中
で
特
に
私
が

興
味
を
を
持

っ
た
事
ど
も
を
二
、
三

述
べ
て
み
た
い
。

宝
暦
八
年
七
月
、
郡
上
百
姓
と
石

徹
自
社
人
に
よ
る
二
つ
の
箱
訴
に
注

目
し
た
九
代
将
軍
徳
川
家
重

（と
く

が
わ

。
い
え
し
げ
）
は
郡
上
駕
籠
訴

一
件
の
吟
味
の
や
り
直
し
を
直
命
し

た
。
七
月
二
十
日
、
老
中
酒
井
左
衛

門
尉
忠
寄

（さ
か
い
。
さ
え
も
ん
の

じ
ょ
う

・
た
だ
よ
り
）
は
寺
社
奉
行

阿
部
伊
予
守
正
右

（あ
べ

。
い
よ
の

か
み

。
ま
さ
す
け
）
備
後
福
山

藩
主

一
〇
万
石
、
大
日
付
神
尾

備
前
守
元
寿

（か
み
お

・
び
ぜ

ん
の
か
み
。も
と
と
し
）、
北
町

奉
行
依
田
和
泉
守
政
次

（よ
だ
。

い
ず
み
の
か
み

・
ま
さ
つ
ぐ
）

五
〇
〇
石
、
勘
定
奉
行
菅
沼
下

野
守
定
秀

（す
が
ぬ
ま

。
し
も

つ
け
の
か
み

。
さ
だ
ひ
で
）

一

三
二
〇
石
、
日
付
牧
野
織
部
成

賢

（ま
き
の
。
お
リ
ベ

。
し
げ

か
た
）
二
〇
〇
〇
石
、
の
五
名

に
郡
上
駕
籠
訴

一
件
の
や
り
直

し
を
、
さ
ら
に
、
同
八
月
二
二

日
、
寺
社
奉
行
朽
木
玄
綱

（じ

し
ゃ
ぶ
ぎ
ょ
う

。
く
つ
き
　
と
う
つ

な
）
丹
波
福
知
山
城
主
三
万
三
〇
〇

〇
石
、
の
元
で
審
理
中
で
あ
っ
た
石

徹
自

一
件
も

一
緒
に
吟
味
す
る
よ
う

指
図
し
た
。

阿
部
正
右
が
其
の
裁
判
の
様
子
を

日
次
に
克
明
に
書
き
留
め
た
の
が
写

真
の
書
物
の
元
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館

所
蔵
で
、
〈体
裁
〉
横
本
、
縦
三
二
、

三
彙
ン、
横

一
五
、
五
彙
ン、
総
五

一
四

溶ι

〈構
成
〉
「濃
州
郡
上
郡

一
件
御

会
議
御
用
掛
留
」
上
下
二
冊
、
「
郡

上
郡

一
件
落
着
」

一
冊
、
計
三
冊
か

ら
な
っ
て
い
て
、
郡
上
藩
宝
暦
騒
動

に
関
す
る
第

一
級
の
基
本
図
書
で
あ

フ一
。表

紙
の
第

一
行
が

「宝
暦
七
戊
寅

（
つ
ち
の
え
と
ら
）
年
」
と
あ
る
。

戊
寅

（
つ
ち
の
え
と
ら
）
は
正
し
い

が
七
は
明
ら
か
に
人
の
誤
り
で
あ

２一
。「阿

部
伊
予
守
留
」
と
あ
る
の
は
、

「
阿
部
伊
予
守
の
留
め
書
き
」
と
い

う
こ
と
で
、
最
後
の

「稲
葉
丹
後
」

は
「
天
明
七

・
八
年
に
寺
社
奉
行
を

勤
め
た
稲
葉
丹
後
守
正
誠
（
い
な
ば
・

た
ん
ご
の
か
み

。
ま
さ
の
ぶ
）
山
城

淀
藩
主

一
〇
万
三
〇
〇
〇
石
が
寺
社

奉
行
在
職
中
に
、
伏
見
奉
行
小
堀
政

）

方

（こ
ぼ
り

。
ま
さ
み
ち
）
近
江
小

室
藩
主
）
の
改
易
の
吟
味

一
件
が
あ

り
、
そ
の
参
考
史
料
と
し
て
阿
部
家

か
ら
郡
上
金
森
家
改
易

一
件
の
評
定

所
吟
味
書
を
借
り
受
け
て
、
筆
写
し

た
も
の
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い

フ一
。長

々
と
書
い
た
が
、
以
上
か
ら
本

書
は
阿
部
正
右
が
記
録
し
、
稲
葉
正

講
が
筆
写
し
た
も
の
を
明
治
初
年
に

筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
写
本
は
回
を
重
ね
る
う
ち
に
誤

写
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
も
の
で

あ
る
。

郡
上
郡

一
件
の
吟
味
は
、
重
要
な

役
割
を
担

っ
た
美
濃
郡
代
青
木
次
郎

九
郎

（み
の
ぐ
ん
だ
い
。
あ
お
き
じ

ろ
う
く
ろ
う
）
へ
の
働
き
か
け
を
中

心
に
ま
ず
江
戸
幕
府
の
関
係
要
人
の

吟
味
か
ら
始
る
が
、
八
月
二
日
頼
錦

は
評
定
所
へ
呼
び
出
さ
れ
る
。
其
の

朝
の
様
子
を
「
郡
騒
実
録
」
は
、
三

浦
連
の
言
葉
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

「去
る
人
月
二
日
　
御
公
義
よ
り

御
前
へ
急
に
御
召
し
有
り
、
例
の
如

く
印
籠
御
懐
中
の
品
々
我
等
取
り
て

差
し
上
れ
ば
、
御
前
仰
せ
出
で
ら
れ

け
る
は
、
今
日
　
御
公
義
よ
り
御
召

し
遊
ば
さ
れ
候
事
、
再
度
屋
敷

へ
帰

参
致
さ
ず
と
も
家
中
の
者
ど
も
必

ず
御
上
へ
御
恨
み
申
す
べ
か
ら
ず
、

身
壱
人
の
誤
り
な
り
と
仰
せ
ら
れ
、

早
々
御
登
城
遊
ば
し
け
る

。
・
。
」

こ
れ
か
ら
本
格
的
な
吟
味
が
始
り
、

九
月
二
六
日
に
は
松
平
遠
江
守
に
お

預
け
と
な
る
。

以
来

一
二
月
二
六
日
の
裁
許
ま

で
、
松
平
遠
江
守
屋
敷
内
の
左
図
の

よ
う
な
座
敷
牢
に
警
護
付
き
で
閉
じ

込
め
ら
れ
、
其
の
生
活
の
様
子
は
次

の

「覚
え
」
書
き
で
察
す
る
が
出
来

フ一
。（金

森
頼
錦
が
収
容
さ
れ
た
座
敷

牢
の
図

「濃
郡
録
」
よ
り
）

静”̈　　　　　　目　　　　　　融̈

覚
え

お
預
け
人

一
金
森
兵
部
少
輔

へ
対
面
仕
る
べ
き

哉
の
事

「郡
上
藩
宝
暦
騒
動

原
書
シ
リ
ー
ズ
」
漫
筆

佐

藤

光

一



御
付
け
札
に
有
る
べ
く
対
面
候

一
朝
夕
料
理
如
何
仕
る
べ
き
や
の
事

御
付
け
札
随
分
軽
く
仕
る
べ
く

候
、
酒
は
無
用

一
病
気
の
節
、
他
医
師
の
薬
用
い
申
す
べ

く
候
哉
の
事

御
付
け
札
用
い
候
は
で
成
り
が

た
く
候
節
は
、
他
医
師
の
薬
に

て
も
苦
し
か
ら
ず
候

一
多
葉
粉

（た
ば
こ
）
望
み
候
は
ば
出
し

申
す
べ
き
候
哉
の
事

御
付
け
札
無
用

一
鍼
治
望
み
候
は
ば
、
如
何
仕
る
べ
き
哉

の
事御

付
け
札
手
医
師
の
用
申
さ
る

べ
く
候

一
火
事
の
節
、
私
向
き
寄
り
の
屋
敷
へ
遣

わ
し
申
す
べ
き
哉
の
事

御
付
け
札
見
計
ら
い
、
退
き
申

さ
る
べ
く
候

一
何
方
へ
も
通
路
致
さ
せ
間
敷
候
哉
の

事
御
付
け
札
無
用

一
髪
詰
ひ
度
き
と
望
み
候
は
ば
、
家
来
出

し
詰
わ
せ
申
す
べ
き
哉
、
右
に
付
き
鋏

用
う
べ
き
哉
の
事

御
付
け
札
家
来
に
髪
詰

（ゆ
）

わ
せ
候
義
は
勝
手
次
第
た
る
べ

し
、
但
し
鋏
遣
い
候
義
は
無
用

一
毛
抜
き
望
み
候
は
ば
、
出
す
べ
き
哉
の

事
御
付
け
札
無
用

一
料
紙
望
み
候
は
ば
、
出
し
申
す
べ
き
哉

の
事御

付
け
札
無
用

一
扇
子
・楊
枝
等
望
み
候
は
ば
、
出
し
申

す
べ
き
哉
の
事

御
付
け
札
無
用

一
行
水
望
み
候
は
ば
、
致
さ
せ
申
す
べ
き

哉
の
事

御
付
け
札
、
好
み
候
は
ば
致
さ

せ
申
さ
る
べ
く
候

一
爪
取
り
度
き
旨
申
し
候
は
ば
、
如
何
仕

る
べ
く
候
事

御
付
け
札
無
用

右
の
通
り
伺
ひ
奉
り
候
、
以
上

九
月
二
十
七
日

松
平
遠
江
守

一
朝
夕
料
理
二
汁
五
菜
、
夜
食

一
汁
三
菜

一
膳
部
宗
和
黒
椀
・白
箸
四
寸
、
猪
口
小

皿
の
類
瀬
戸
物
は
無
用
に
候
由

（註
）
「御
付
け
札
無
用
」
と
あ
る

の
は
、
「
お
付
け
札
に
は
（そ
の
作
は
）

必
要
な
し
」
と
あ
る
と
の
意
味
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
家
臣
は
勿
論

家
族
に
も
会
う
こ
と
な
く
、
外

へ
出

る
の
は
護
衛
付
で
評
定
所

へ
出
る
時

だ
け
の
日
々
を
送

っ
た
の
で
あ
る
。

）

宝
暦
八
年

（
一
七
五
八
）

一
二
月

二
五
日
ヽ
評
定
所
の
裁
許
に
よ
り
、

金
森
頼
錦
は
領
地
を
没
収
さ
れ
、
南

部
大
膳
大
夫
利
雄

（な
ん
ぶ

。
だ
い

ぜ
ん
だ
ゆ
う

。
と
し
か
つ
）

へ
永
預

け
と
な

っ
た
。

岩
手
県
の
盛
岡
市
立
中
央
公
民
館

に
、
裁
許
以
降
の
金
森
頼
錦
に
関
す

る
記
録
が
遺
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
南
部
利
雄
は
即
日
、
是
ま

で
の
役
儀
、
浅
草
御
蔵
火
の
番
を
解

か
れ
、
事
細
か
な
手
続
き
を
経
て
、

頼
錦
の
身
柄
を
受
け
取
り
、
南
部

へ

と
出
発
す
る
。

盛
岡
で
の
様
子
は
、
「金
森
兵
部
様

宝
暦
八
年
お
預
け
、
同
十
三
年
六
月

ご
病
死
、
が」
検
使
大
岡
源
右
衛
門
殿
・

蝦
沢
源
左
衛
門
殿
お
下
り
に
付
き
ご

吟
味
の
節
、
お
答

へ
書
」
に
詳
し
い
。

そ
の
内
主
な
も
の
を
紙
面
の
許
す
限

り
で
述
べ
た
い
。

一
兵
部
少
輔
何
歳
に
候
哉

当
未
の
年
五

一
歳
の
由
申
候

一
江
戸
出
立
何
時
分

宝
暦
九
年
正
月
二
三
日
寅
の
刻
江

戸
出
立
い
た
し
、
道
中

一
六
日
振

り
二
月
九
日
盛
岡
に
着
き
仕
り
候

一
道
中
如
何
い
た
し
召
し
連
れ
下
り
候

哉用
人

一
人
、
物
頭
二
人
、
日
付
二

人
、
士
弐
拾
二
人
、
医
師
三
人
、

徒
日
付
三
人
、
徒

一
七
人
、
同
心

四
六
人
、
乗
物
せ
ん
締
め
に
仕
り
、

付
き
添
い
罷
り
下
り
候

一
常
々
付
き
居
り
候
者
共
罷
り
出
候
様

申
し
候
哉

番
士
六
人
付
き
居
り
、
囲
入
日
外

に
は
物
頭

一
人
、
日
付

一
人
相
詰

め
罷
り
在
り
候
に
付
き
、
呼
び
出

し
申
す
こ
と
ご
座
な
く
候

一
兵
部
居
候
場
所
夜
中
も
見
回
し
候
哉

番
士
六
人
ず
つ
付
け
居
き
、
囲
入

日
外
に
は
物
頭

一
人
、
日
付

一
人

番
代
り
仕
り
、
右
何
れ
も
不
寝
番

仕
り
、
時
々
見
回
し
申
し
候

一
物
頭

・
泊
番
こ
れ
あ
り
候
哉

物
頭

一
人
、
日
付

一
人
代
る
代
る

不
寝
番
仕
り
候

一
菜
数
何
程
、
何
の
好
み
こ
れ
有
り
候
哉

二
汁
五
菜
、
分
け
て
好
物
と
申
す

品
も
御
座
な
く
候
、
五
節
句
は
茶

菓
子

・
後
菓
子
給
べ
さ
せ
申
し
候

一
常
々
椀
膳
如
何
用
い
候
哉

常
の
椀
膳
用
い
申
し
仕
り
候

一
箸
何
寸
に
候
哉

四
寸
弐
分
に
仕
り
候

一
た
ば
こ
い
か
が

給
べ
さ
せ
申
さ
ず
候

一
常
々
苦
に
致
し
候
体
相
見
へ
候
哉

相
見
え
申
さ
ず
候

一

一
湯

・
行
水
の
こ
と
如
何

好
み
候
え
ば
致
さ
せ
候

一
爪
の
こ
と
い
か
が

爪
は
取
ら
せ
申
さ
ず
候
、
木
賊
（と

く
さ
）
に
て
摺
り
申
し
候

一
せ
い
恰
合

（か
っ
こ
う
）
は
如
何

せ
い
高
く
、
中
肉
に
て
ご
座
候

一
常
々
両
親

・
妻
子
の
こ
と
話
し
候
哉

話
し
申
さ
ず
候

一
死
後
の
儀
何
と
も
申
さ
ず
候
哉

何
と
も
申
さ
ず
候

一
病
気
の
節
、
他
医
の
薬
用
ひ
候
哉

用
い
申
さ
ず
候

一
塩
に
て
詰
め
候
月
日
刻
限

六
月
六
日
夜
寅
の
刻
相
詰
め
申
し

候
一
今
度
死
去
に
付
き
、
煩
ひ
付
き
候
こ
と

如
何

当
五
月
十
六
日
よ
り
少
々
腑
腫
ご

座
候

一
病
気
重
り
候
は
何
時
時
分
に
候
哉

六
月
六
日
未
の
刻
よ
り
差
し
重
り

申
し
候

一
医
師
は
不
断
付
け
置
き
候
哉

四
人
定

（じ
ょ
う
）
懸
り
付
け
置

き
、
絶
え
ず
見
回
し
申
し
候

一
病
気
重
り
、
死
去
の
刻
限
何
時
に
こ
れ

あ
り
候
哉

六
月
六
日
成
の
上
刻
に
死
去
仕
り

候
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大和町文化財保護協会規約

第 一 章           (任  期)

(名 称)                   第八条 役員の任期は2年 とし、再選を妨げない。

第一条  本会は、大和町文化財保護協会と称し、  (顧問および名誉会長)

岐阜県文化財保護協会大和町支部とする。  第八条  本会は、会長の推薦により、総会の議を

2 本会は、事務所を会長宅に置く。           経て顧問および名誉会長を置くことができ

(目  的)                           る。

第二条  本会は、県本部と連絡を密にし、各専門   2 名誉会長は、理事会に出席することができる。

委員の協力を得て、本地域の文化財の保護、          第 四 章

顕彰及び活用に努めるとともに、会員相互  (会  議)

の研究を深め、もってこの地域住民の文化  第九条  執行部会、理事会は、必要に応じて会長

の向上に資する。                 が召集する。

(事 業)                     2 総会は毎年 1回、会計年度終了後 1か月以内

第三条  本会は、前条の目的を達成するために次   に会長が召集する。ただし、会長または理事会

の事業を行う。                が必要と認めた場合には、臨時に総会を招集す
一 文化財の保護、顕彰及び活用に関すること     ることができる。

二 文化財の調査、研究             (決  議)                  v
三 文化財に関する講習会、研究会、文化財めぐ 第十一条 総会及び理事会の決議は、出席者の過半

り等の開催実施                   数をもって決する。

四 その他本会の目的を達成するために必要な事  (重要事項)

業                      第十二条 次の事項は、総会に提出し、その承認を

第 二 章            受けなければならない。

(会 員)                    一 事業計画および収支予算についての事項

第四条 本会の会員は次のとおりとする。       二 事業報告および収支決算についての事項
一 正会員 本会の目的に賛同し、会費年額2,000  三 その他、理事会において必要と認めた事項

円を納めるもの                  第 五 章
二 家族会員 前号の会員の家族で、会費年額  (経 費)

1,000円 を納めるもの             第十三条 本会の運営に要する経費は、会費、事業

三 特別会員 本会の事業を後援し、特別会費年     に伴う収入、寄付金及び補助金などをもっ

額一口3,000円 以上を納入するもの           て支弁する。

四 賛助会員 本会の事業に賛助し、賛助会費年   2 会費の中から、理事の人数分の会費を岐阜県

額一日10,000円 以上を納入するもの         文化財保護協会に納入する。

(入 会)                    3 会費の中から、金20,000円 を郡上市文化財保

第四条  会員になろうとするものは、年会費を事   護協議会へ負担金として納入する。

務所に納入することでその資格を得る。   (会 計年度)

第 三 章          第十四条 本会の会計年度は、毎年4月 1日 に始ま
~

(役 員)                        り翌年3月 31日 に終わる。

第六条 本会には、次の役員を置く。                第 六 章

理事30名 以内 (内 会長 1名、副会長 2名 ) (そ の他)

とする。監事 2名。            第十五条 この規約に定めるもののほか、本会の運

2 理事、監事は、総会でこれを選出する。        営について必要があるときは、総会に諮っ

3 会長、副会長は、理事の互選とする。         て細則を設けることができる。

(任 務)

第七条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。 付 則

2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき   1.規約の変更は、総会の決議による。

その職務を代行する。                        昭和52年 7月 29日 制定

3本会の事務を処理するため、書記、会計を置き、            平成12年 6月 28日 一部改定

理事の中から会長が任命する。

4理事は、理事会を組織し、会務の運営にあたる。

5会長、副会長、書記、会計は、執行部を構成し、

会務の執行にあたる。

6監事は、会計を監査する。
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四
月

一
一
（水
）
～

一
二
（木
）

平
成

一
九
年
度
宿
泊
研
修
（参
加
者
三
人
名
）

探
訪
地

¨
中
津
川
市
・女
夫
岩
、木
曾
・徳
音
寺
、奈
良
井
宿
・大
橋
、福
満
寺
、

戸
倉
上
山
田
温
泉
（泊
）智
識
寺
・十

一
面
観
音
像
、水
上
布
奈
山
神
社
、

川
中
島
古
戦
場
、
戸
隠
神
社
、
一
茶
記
念
館
、
春
日
山
城
跡
・同
神
社
等

四
月
八
日
（火
）
～
九
（水
）

平
成
二
〇
年
度
宿
泊
研
修
（参
加
者
三
三
名
）

探
訪
地

一
第

一
日
松
江
市
内
の
観
光
（小
泉
八
雲
記
念
館
、武
家
屋

敷
、松
江
城
な
ど
‥
観
光
ガ
イ
ド
利
用
を
依
頼
Ｙ
・玉
造
温
泉
泊
。

第
二
日
出
雲
大
社
参
拝
・拝
観
、古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
、足
立
美
術

館
見
学
（横
山
大
観
の
魅
力
展
、近
代
日
本
画
コ
レ
ク
ンヽ
ョ
ン
展
、
日
本
庭
園

二
〇
日

（金
）

「文
化
財
や
ま
と
」
編
集
委
員
会

原
稿
依
頼
に
つ
い
て

二
三
日
（水
）

第

一
回
執
行
部
会
（新
年
度
へ
の
取
り
組
み
）

五
月

一
三
日
（火
）

県
文
化
財
保
護
協
会
理
事
会

一
五
日
（本
）

第

一
回
役
員
会

平
成

一
九
年
度
会
務
・決
算
報
告
に
つ
い
て
、平
成
二
〇
年
度
事
業

計
画
・予
算
案
に
つ
い
て
、
平
成
二
〇
年
度
総
会
に
つ
い
て
、〈^
員
拡

大
に
つ
い
て
、会
費
徴
収
に
つ
い
て

二
四
日
（土
）

事
業
部
会
（創
立
四
〇
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て
）

六
月
　
工（
日
（金
）

郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
第

一
回
理
事
会

一
〇
日
（火
）

県
文
化
財
保
護
協
会
総
会

一
四
日
（土
）

平
成
二
〇
年
度
総
会

①
平
成

一
九
年
度
会
務
・決
算
報
告

②
平
成
二
〇
年
度
事
業
・予
算
の
承
認

会
報
「文
化
財
や
ま
と
」
発
刊
（発
行
部
数
三
〇
〇
部
）

講
話

¨
日
置
敏
明
市
長

¨
地
域
再
生
を
目
指
し
た
「
郡
上
学
」

の
構
築
を
‥

七
月
　
五
日
（土
）

第
二
回
執
行
部
会

一
〇
日
（木
）

第
二
回
役
員
会

二
七
日
（日
）

東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
清
掃
・阿
千
葉
城
跡
清
掃

八
月
　
七
日
（木
）

七
日
祭
・薪
能

九
月

一
九
日
（金
）

研
修
部
会
（秋
の
日
帰
り
研
修
に
つ
い
て
）

一
〇
月
　
一
一日
（本
）
～

〓
一日
（金
）

郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
「秋
の
文
化
財
探
訪
」

一
〇
日
（金
）

第
三
回
執
行
部
会

一
八
日
（土
）

第
三
回
役
員
会
（秋
季
日
帰
り
研
修
、
そ
の
他
）

一
一
月
（期
日
未
定
）

秋
季
日
帰
り
研
修

一
二
月
　
一
日
（月
）

第
四
回
執
行
部
会

一
三
日
（土
）

第
四
回
役
員
会
、事
業
・会
計
中
間
報
告
、懇
親
会
そ
の
他

二
月

一
四
日
（土
）

研
修
部
会
（平
成
二

一
年
度
春
期

一
泊
研
修
計
画
）

二
七
日
（金
）

役
員
会
（平
成
二

一
年
度
春
季

一
泊
研
修
に
つ
い
て
、
そ
の
他
）

期
日
未
定

郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
研
修
会
（担
当
美
並
町
）

第
ニ

コ
　
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

二
〇
日
（金

五
月

一
五
日
（火

一
九
日
（土

二
九
日
（火

六
月
　
一
日
（金

一
二
日
（火

二

一
日
（木

「文
化
財
や
ま
と
」
編
集
委
員
会
原
稿
依
頼
に
つ
い
て

県
文
化
財
保
護
協
会
理
事
会

執
行
部
会
、

平
成

一
八
年
度
会
務
・決
算
報
告
に
つ
い
て
、
平
成

一
九
年
度
事
業
計
画
・

予
算
案
に
つ
い
て
、
平
成

一
九
年
度
総
会
に
つ
い
て
、
会
員
拡
大
に
つ
い
て
、

会
費
徴
収
に
つ
い
て
、
役
員
改
選
に
つ
い
て

文
化
財
保
護
巡
視
員
研
修
会

第

一
回
役
員
会

平
成

一
九
年
度
県
文
化
財
保
護
協
会
総
会

平
成

一
九
年
度
総
会
　
①

一
八
年
度
会
務
・会
計
報
告

②

役
員
改
選
（全
員
留
任
）

③

一
九
年
度
事
業
・予
算
の
承
認

会
報
「文
化
財
や
ま
と
」発
刊
（発
行
部
数
三
〇
〇
部
）

二
九
日
（金
）

執
行
部
会

七
月
　
工（
日
（金
）

第

一
回
　
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

一
〇
日
（火
）

第
二
回
役
員
会

二
九
日
（日
）

東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
清
掃
・阿
千
葉
城
跡
清
掃
（参
加
者
三
八
名
）

八
月

七
日
（火
）

七
日
祭
・薪
能

九
月
二

一
日
（金
）

研
修
部
会
（秋
の
日
帰
り
研
修
に
つ
い
て
）

一
〇
月
二
日
（火
）
～
三
日
（水
）

郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
「秋
の
文
化
財
探
訪
」

平
泉
寺
旧
跡
・金
製
宮
・白
山
比
畔
神
社
。そ
の
他
（本
会
よ
り
二
名
参
加
）

一
〇
日
（水
）

執
行
部
会

一
八
日
（木
）

第
三
回
役
員
会
（秋
季
日
帰
り
研
修
、
そ
の
他
）

一
九
日
（金
）

薬
師
寺
副
住
職
山
田
法
胤
師
講
演
会
（協
賛
）

一
一
月

一
七
日
（土
）

一
豊
公
＆
千
代
さ
ま
サ
ミ
ッ
ト
参
加
（郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
）

一
九
日
（月
）

秋
季
日
帰
り
研
修
（唐
招
提
寺
。大
安
寺
・薬
師
寺
）参
加
者
五
〇
名

一
二
月
五
日
（水
）

執
行
部
会

一
五
日
（土
）

第
四
回
役
員
会
、事
業
・会
計
中
間
報
告
、懇
親
会
そ
の
他

二
月

一
六
日
（土
）

研
修
部
会
（平
成
二
〇
年
度
春
期

一
泊
研
修
計
画
）

二
九
日
（金
）

役
員
会
（平
成
二
〇
年
度
春
季

一
泊
研
修
に
つ
い
て
、
そ
の
他
）

二
月
二
五
日
（火
）

県
文
化
財
保
護
協
会
理
事
会

二
七
日
（木
）

第
二
回
　
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会）
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平
成
２０
年
　
４
月
末
現
在

会
員
名
簿
槃
□

■
剣

山

下

運

平
（顧
じ
八
八
‐
二
四
〇
六

旗

　

勝

美
（扇
）
八
八
‐
二
〇
三

一

日

置

敏

明
（膏
）
八
八
‐
三

一
〇
五

村

瀬

喜

八

　

八
八
上

三

二
八

河

合

俊

次
　
　
八
八
‐
三
二
四
六

小

池

久

江
２
３
人
八
‐
二
五
七
六

山
下
ふ
み
え
　
　
八
八
‐
三
二
二
七

加

藤

正

恵
　
　
八
八
‐
二

一
〇
七

加

藤

文

蔵

　

八
八
上

天

〇
二

佐

藤

光

一
套

）
八
八
上
壬

一〇

一

佐
藤
八
重
子
　
　
八
八
‐
三
二
〇

一

日

中

和

久

　

八
八
‐
一
〓
一〇
〇

一局
橋

義

一
馨
こ
八
八
上
二
七
九
二

一局
橋

叙

子
　
　
八
八
‐
三
七
九
二

河

合

　

恒
　
　
八
八
‐
二
二
五
人

河

合

　

尚
　
　
八
八
‐
二
三
〇
四

加

藤

小

式
　
　
八
八
卜
二
三
二
九

森
前
と
し
子
　
　
八
八
‐
三
四
七
九

岩
崎
扶
美
子
　
　
八
八
‐
三
五
二

一

河

合

利

雄
（彗
）
八
八
‐
三
五
二
〇

河
合
美
弥
子
　
　
八
八
‐
三
五
二
〇

山

内

　

博
　
　
八
八
‐
三
八
八
六

山

内

悦

子
　
　
八
八
‐
三
人
八
六

）

畑

中

義

之
（彗
）
八
八
‐
二
五
五

一

小

池

祐

二
　
　
人
八
‐
四
〇
六
四

小

池

圭

子
　
　
八
八
‐
四
〇
六
四

林

　

千

里
　
　
八
八
‐
三
三
三
三

佐

藤

公

子
　
　
八
八
‐
二

一
六

一

山

下

妙

子
　
　
八
八
‐
二
四
〇
五

山
田
ひ
と
み
　
　
八
八
‐
二
七
三
六

日

置

節

子

　

八
八
上
二
四
〇
二

■
大
間
見

村

井

正

蔵

　

八
八
上

≡
三

三

大

野

一
道
（彗
）
八
八
‐
三
二
三
〇

大

野

紀

子

　

八
八
上

〓
≡

○

野

田

英

志
　
　
八
八
‐
三
二
人
五

清

水

一
作

　

八
八
上
二
〇
八
六

池

田

充

彦
（理言
八
八
‐
三
〇
九
〇

小
野
江
　
勉
　
　
八
八
‐
二
七
二
五

松

井

賢

雄
（肇

八
八
上
二
九
九

一

藤

代

順

行
　
　
八
八
‐
三
〇
六
〇

玉

木

吉

郎
　
　
八
八
‐
三
四

一
五

小
野
木
花
子
　
　
八
八
‐
二
七
四
七

青
木
ユ
リ
子
　
　
八
八
‐
三
四
七
七

日

置

敏

明

　

八
八
―
三

一
〇
五

■
小
間
見

田

代

善

一
菫
き
八
八
上
二
九
六
五

■
万
　
場

畑

中

真

澄
　
　
八
八
―
二
四
四

一

石

神

尭

生

　

八
八
上

一四

〓
二

稲

葉

和

巳
　
　
八
八
‐
二
五
〇
三

寛

　

伸

雄

　

八
八
二

五

≡

一

寛

　

明

代

　

八
八
上

一五
≡

一

黒

岩

弘

美
　
　
八
八
‐
二
四
五
人

井

俣

初

枝

　

八
八
‐
二
七
五
人

青

地

正

男
３
言
八
八
‐
二
四
四
七

大

井

正

明
（書
き
八
八
‐
二
人
九
四

大

井

次

子
　
　
八
八
‐
二
人
九
四

旗

　

清

子
（彗
）
八
八
‐
四

一
七
〇

山

田

敬

子
　
　
八
八
‐
三
九

一
七

大
井
と
も
ゑ
　
　
八
八
‐
二
人
九
三

三

輪

孝

子

　

八
八
上

一七
八
二

桑

田

守

夫

　

八
八
上

五

一
四

大

中

弘

美

　

八
八
‐
三
五
〇
六

大

中

春

子

　

八
八
‐
三
五
〇
六

鷲

見

　

務

　

八
八
上

エ
ハ
五

一

鷲
見
三
津
子
　
　
八
八
‐
二
六
五

一

小

倉

義

明

　

八
八
‐
三
壬

一四

小
倉
津
油
子
　
　
八
八
‐
三
二
二
四

桑

田

洋

一　
　
人
八
‐
二
四

一
四

桑

田

　

博
　
　
八
八
‐
三
二
四

一

大
中
登
志
枝
　
　
八
八
‐
三
六
二
四

■
徳
　
永

水
野
志
づ
子
　
　
八
八
‐
二
六

一
〇

山

内

孝

一
鐘
ヨ

八
八
‐
二
六

三
ハ

土

松

新

逸
轟
）
八
八
上

一七
三

一

遠

藤

賢

逸

　

八
八
上

三

二

一

）

遠
藤
冨
貴
子
（理
ヨ
八
八
‐
二

一
二

一

木

島

三

郎
　
　
八
八
‐
三
五
九
〇

矢
野
原
吉
夫
　
　
八
八
―
二

一
三
九

野

崎

勝

代

　

八
八
上
壬

天

三

■
河
　
辺

ユ削
田

　

孝
（撃
）
八
八
‐
二

一
〇

一

尾

藤

元

子
拿
き
八
八
‐
二

一
四
七

岩

谷

敏

子

　

八
八
上

一〇
杢

二

清

水

幸

江

　

八
八
上

δ

一
九

岩
谷
ひ
と
み
　
　
八
八
‐
二
六
人
三

立

枕

夏

子

　

八
八
―
一三
ハ
六
九

二工
枕

容

子
　
　
八
八
‐
三
五
二
九

瀬
上
き
ぬ
子
　
　
八
八
‐
二
三
七
八

前
田
す
ま
子
　
　
八
八
‐
三
四
二
人

吉

田

は

な
　
　
八
八
‐
三
六
七
〇

鷲

見

長

子
　
　
八
八
―
二
〇
二
八

■
神
　
路

臼

田

宝

徳
　
　
八
八
‐
三
七
三
〇

羽

生

　

清
　
　
八
八
‐
三
二
七

一

山

田

員

人
（会
き
八
八
‐
二

一
一
四

山

田

正

代
　
　
八
八
‐
二

一
一
四

山

田

　

健
　
　
人
八
‐
二
六
人
九

山
田
味
代
子
　
　
八
八
‐
二
人
四
四

山

田

敬

子
　
　
八
八
‐
二
三
三
六

■
牧

金

子

政

子
　
　
八
八
‐
三
四
二
六

滝

日

準

一　
　
人
八
―
二
七
〇
五

滝
日
美
代
子
　
　
八
八
‐
二
七
〇
五

粟
飯
原
常
人
　
　
八
八
‐
二
三
六
二

日

置

貞

一
　

人
八
上

天

杢

一

日

置

　

昇
　
　
八
八
‐
三
六
三
六

遠
藤
千
津
子
　
　
八
八
‐
三
六
三
七

〓遅
藤

光

平
　
　
八
八
―
三
九
八

一

注込
藤

周

一　
　
人
八
―
二
人
九
〇

滝

日

和

子

　

八
八
上
二
〇
杢

一

滝

日

敬

子
　
　
八
八
―
三
四
〇
六

田

口

勇

治
（監
尋
八
八
―
三
九
五
〇

加

藤

一
男
　
　
八
八
‐
二
人
七
〇

日

置

元

衛
　
　
八
八
―
三
四

一
七

本

田

欽

一
鐘
急
八
八
上
量

六
〇

野

田

嘉

明
　
　
八
八
‐
三
〇
四
三

尾
藤
佐
紀
子
　
　
八
八
‐
二
三
五
三

早
瀬
ふ
み
子
　
　
八
八
‐
三
三
二
七

日

置

康

夫

　

八
八
‐
三
七
八
八

日

置

清

子

　

八
八
上
三
全

天

日

置

貞

子

　

八
八
上
三

二
〇

斉

藤

武

生
　
　
八
八
―
三
九
二
二

滝

日

一
正
鐘
尋
八
八
‐
三
〇
六
四

金

子

徳

彦

　

八
八
上
二
〇
杢

二

■
栗
　
巣

島

崎

増

造
（監
ヨ
八
八
―
三
二
三
六

増

田

洋

子
　
　
八
八
―
四
〇
四

一

寛
　
政
之
助
（理
己
八
八
‐
四
〇
三

一

野

田

恵

光
　
　
八
八
‐
四
〇
二
七
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■
古
　
道

細

川

　

優
（理
ヨ
八
八
‐
二
八
六

一

清

水

克

巳

　

八
八
上

天

杢

一

■
名
皿
部

有

代

員

一
雲
長）
八
人
生
二
七
九

一

有

代

紀

子

　

八
八
‐
三
七
九

一

有

代

和

夫
　
　
八
八
‐
二
二
〇

一

森

下

正

則
　
　
人
八
‐
三
四

一
三

佐
尾
チ
ド
リ
鐘
き
八
八
‐
三
五
四
四

■
島

森

藤

雅

毅
（理
こ
八
八
‐
二
六
人
四

山

田

長

次
　
　
八
八
‐
三
六
四
人

田

中

　

篤
　
　
八
八
‐
二
七
九
二

奥

田

昌

明
　
　
八
八
‐
二
五
二
〇

直

井

篤

美

　

八
八
‐
一
一六
壬

一

雉

野

尚

子
（理
ヨ
八
八
‐
三
五
六
四

吉

田

勝

恵
　
　
八
八
‐
四
三
二
七

」込
藤

利

雄
　
　
八
八
‐
三
五
二
六

本
川
喜
代
士
ｎ
言
八
八
‐
三
人
三
三

本

川

清

子
　
　
八
八
‐
三
人
三
三

◆◆◆ 平成19年度

(収入の部)

(支出の部)

収入 1,841,039-支出 1,702,994=138,045円
(138,045円は次年度へ繰り越し)

決算報告書 ◆◆◆ ◆◆◆平成20年度 予算書 ◆◆◆

(単位 :円 ) (収入の部)

(単位 :円) (支出の部) (単位 :円 )

二
号
　
平
成
二
十
年
六
月

さ

準農う:昼 ど青

讐曇 田 口 勇 次

③  
島 崎 増 造

(1:S)

発
行
者
／
大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
　
代
表
者
／
佐
藤
光

一　
印
刷
者
／
白
鳥
印
刷

□
園
□
□

◇
先
日
、
ふ
っ
と
農
休
み
の
こ
と
を

思
い
出
し
た
。
家
の
近
く
に
母
親
が

植
え
た
朴
の
大
木
を
見
た
と
き
で
あ

る
。
昔
は
、
田
植
え
が
終
わ
る
と
、

農
作
業
が

一
段
落
で
き
た
と
い
う
ね

ぎ
ら
い
と
豊
作
を
願
い
な
が
ら
朴
葉

寿
司
を

つ
く
り
、
二
日
ほ
ど
強
制
的

に
体
ん
だ
も
の
だ

っ
た
。
今
で
も
朴

の
葉
を
見
る
と
、
子
供
が
見
て
い
て

も
大
変
だ

っ
た
当
時
の
情
景
が
浮
か

ん
で
く
る
。
近
頃
は
田
植
え
も
早
く

な
り
、
朴
の
葉
の
成
長
が
追
い
つ
か

な
い
が
、
私
は
頑
な
に
田
植
え
後
の

朴
葉
寿
司
に
こ
だ
わ
り
、
柔
ら
か
い

葉
か
ら
は
が
れ
な
い
米
粒
を
葉

っ
ぱ

ご
と
食
べ
た
り
も
し
て
い
る
。

◇
五
月
中
頃
、
四
国

へ
旅
す
る
機
会

を
も

っ
た
。
そ
の
中
の

一
日
を
香
川

県
内
の
八
八
番
札
所
の
お
参
り
に
あ

て
た
。
六
〇
番
代
の
札
所
を

一
日
に

九
ヶ
寺
の
道
行
き
で
あ

っ
た
が
、
精

神
的
な
疲
れ
は
あ
ま
り
感
じ
な
か

っ

た
。
年
齢
の
進
行
と
と
も
に
宗
教
的

な
も
の
を
受
け
入
れ
る
余
裕
が
、
よ

う
や
く
出
来
て
き
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
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項 機 予●算■纂 | 1機:||,|
一聾

前 年 度 繰 越 金 138,045

会 費 1,581,000

1会
員 会 費 261,000

正会員2.lll10円 ×122名

家族会員1,000円 X18名

1特
別 会 費 1320000

一 日研修300,lX10円 (40名、
宿泊研修990,lll10(40名 )

役員研修費

助 成 金 81,000 郡上市より

雑 収 入 955 預金利子等

計 1801000

財
や
ま
と
」
第
二

一項 一鶴

=決
■1撃■機| |:議 |lt 要

前 年 度 繰 越 金

△
バ 費 1,677,000

会 員 会 費 261,000
正会員2,000× 122名

家族会員1,000円 X17名

特  別  会  費 1,416,000

一 日研修8,000円 ×50名、

宿泊研修27,000円 ×37名

役員研修費17000円

助   成  金 81,000

寄  付  金 21,980

雑   収   入 1,664 預金利.息他

計 1841039

|1震 鷹| ●予
=算

■穣 覇 一螢

会   議   費 60000

総   会   費 講師謝礼、お茶他

＾
＾ 議 費 20.000 役員会お茶

事   業   費 1,483,000

特 別 研 修 費 1,350,000 一 日研修 宿泊研修、役員研修

会 報 発 行 費 80,000 400部

事 業 活 動 費 53,000 奉仕作業燃料、お茶、七日祭り御神酒代他

事 務 局 費

消 耗 品 費 10,000 プリンタインク、印刷用用紙他

通 信 費 通信用はがき他

そ   の  他 25,000

会  費 (県・市) 50,000 県:30,000 郡上市 120,000

予 備 費 78,000

積 エユ 金 80,000 重要出版物準備

△
ロ 計 1,801,000

平成19年 度の歳入。歳出経理について監査を行った結果、適正に処理

|1曖 :
一目

=縮=■
■

=:■
Ⅲ■|:悪

会  議  費 15495

総 会 費 茶

議 費 役員会茶

事 業 費 1.560.409

特 別 研 修 費 1,503,852

一 日研修41111.lXlll円 ・宿泊研修

999,lllXl円 。研修助成63JЭ∞ 円・

役員研修費41,412円

会 報 発 行 費 42.525 400毛3

事 業 活 動 費 14,032
奉仕作業燃料 茶

七日祭り御神酒代

事 務 局 費 17,090

消 耗 品 費 3,140 文化財マップコピー代他

通 信 費 通信用はがき

東 氏 弔 電

会 費 (県 市 ) 県 :30000郡 上市 :2001111

積 み 立 て 金 重要出版物準備

△
ロ 計 1,702,994
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